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喫煙の健康影響は

20世紀の疫学研究の最大の知見

それの成果を
対策につなげるためには？
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日本人が命を落とすリスク要因－トップ5 
（2007年）

（Ikeda N, et al: PLoS Med. 2012; 9(1): e1001160.）

3



研究成果を用いた政策提言
禁煙治療の保険適用（2006年）

・治療プロトコールや医療技術評価希望書の原案作成(2005年)；財政影響の推定を含む

・ニコチン依存症管理料結果検証への参画(2007年、2009年)

・保険適用拡大に関する厚労省への要望書の提出(2007年、2009年、2011年、2013年、2015年)

たばこ税・価格約110円の引き上げ（2010年）
・引き上げによる死亡減少効果等の推計(2008年)

・引き上げによるたばこ税収と消費量への影響に関する推計(2009年)

・学会と連携した厚労省への要望書の提出(2009年)

健康日本21（第2次）・がん対策推進基本計画における喫煙の数値目標設定（2012年）
・がん対策および健康づくり計画策定への参画(2011～2012年)

・数値目標の設定や実現のためのアクションプランに関する提案(2011～2012年)

・たばこ規制による喫煙率低下やがん死亡減少効果等に関する資料の提供(2011～2012年)

特定健診の場における喫煙の保健指導の強化（2013年）
・学会と連携した厚労省への要望書の提出、検討委員会への働きかけ(2011年)

・禁煙支援マニュアルの原案作成(2011～2012年)

第3次対がん研究班
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禁煙治療に対する保険適用

「ニコチン依存症管理料」の新設（2006年４月）

●ニコチン依存症と診断された患者のうち、直ちに禁煙することを

希望する者に対しては、一定期間（12週間、5回）の指導に対し

て、診療報酬上の評価を行う。

●指導内容はカウンセリングと薬物療法。

●ニコチンパッチとバレニクリンが禁煙補助剤として薬価収載

禁煙開始日

２週後 ４週後 ８週後 １２週後

初回診察

再診
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朝日新聞（2005年11月9日）
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禁煙治療の保険適用実現にあたって
政策研究（厚労科研）が果たした役割

保険適用の要望書の提出
9学会合同禁煙ガイドラインの作成（疾患概念の確立）

政策提言にあたって基本戦略の検討
政策提言に必要なエビデンスの構築

厚生労働省

研究班学会

１．政策提言にあたって基本戦略の検討
ニコチン依存症という病気の治療⇒疾患概念の確立

２．政策提言に必要なエビデンスの構築
ニコチン依存性や禁煙治療の有効性の科学的根拠に関するレビュー

イギリス等の諸外国における禁煙治療の実態把握
保険適用の対象となる禁煙治療プログラムの設計や手順書の作成
禁煙治療を保険適用した場合の医療費への影響の推計
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記載が必要な主な項目として、技術の有効性、安全性、普及性、
技術の成熟度、倫理性・社会的妥当性、予想される医療費への
影響の項目がある。
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保険適用に基づいた推計（累積）
【30歳以上、0.1→0.5%の実施率、薬剤費含む】

(億円)

0

500

1,000

1,500

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
年目

医療費削減額 禁煙治療費

1,328

765

医療費削減額

禁煙治療費
591

664

禁煙治療導入後12年目で73億円の黒字に転じ、15年目には563億円の
黒字となる
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保険適用実現の要因

●厚労省のやる気とチームプレイ
厚生労働省、学会、医師会、研究班の連携・協働

●パラダイムシフト
「習慣」から「依存症という治療が必要な病気」へ

●医療費の削減効果の提示

●小さく生んで大きく育てる
治療期間（12週間）、1年に1回のみ、BI指数200以上

※学術団体としてのアドボカシー
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産経新聞（2008年4月3日） 日本経済新聞（2008年6月6日）
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提言

わが国のたばこ規制の取組みが国際的にも非常に遅れを
取っているという事実は、科学者としても 恥ずべきであり、
国民の健康と環境を守るとともに、日本が健康面や環境面での
国際的なリーダ シップを発揮するためには、
できるだけ速やかに脱たばこ社会を実現させることが、
たばこの 害を知る我々科学者の責務 であるとの認識のもとに、
次の提言をまとめた。
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日本学術会議の要望「脱タバコ社会の実現に向けて」
提言6

（日本学術会議要望「脱タバコ社会の実現に向けて」、2008年3月）
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平成22年度厚生労働省ならびに財務省への税制改正（2009年10月）

12学会禁煙推進学術ネットワークからの要望書の提出

厚労省への要望書 財務省への要望書

たばこ関連税収の2.6倍の
医療費等の経済損失

欧米と比較し、異常に安い
たばこ価格とたばこ税

たばこ税の引き上げは喫煙者を
減らし、税収を増加させる
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たばこ税の引き上げー研究班としての役割

政策化の検討に役立つエビデンスの構築と提供

○日本学術会議の要望書への関与（2008年）

○学会と連携した厚労省への要望書の提出(2009年)

○大幅なタバコ値上げに合ったモデルの構築と予測

価格弾力性を用いない推定

喫煙率への影響  死亡減少効果の推定

たばこ税収や消費量への影響の推定

※他の研究班との連携
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（朝日新聞、2009年12月22日）

平成22年度税制改正大綱
2009.12.22 閣議決定

たばこ税の引き上げ（1本税3.5円、価格5円）

16



たばこ政策の実現とその時期の政権
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政策実現の方程式

エビデンス アドボカシー
政策
実現

＝ ×エビデンス アドボカシー

厚生労働省

政策
実現

＝ ×

＋ ＋

抵抗勢力

メディア・世論

−＋
− 政治家
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政策実現に必要なエビデンスの構築

・政策の必要性、有効性

・実効性のある政策内容の検討

・政策による健康面や経済面の影響評価
健康面；罹患率や死亡率の減少、超過死亡の回避

経済面；税収や医療費等の財政的影響

⇒ 政策研究の必要性
（政策の現状分析、政策内容の検討など）
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研究成果と政策のギャップ

エビデンス 政策

橋渡し

アドボカシー
「組織や社会の変化を目指したアクション」
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受動喫煙防止対策強化に向けた署名活動
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「組織や社会の変化を目指したアクション」

アドボカシー活動；公益的な視点で行われる

ロビー活動；特定の企業団体の利益を求める

※アドボカシーの勝利の方程式
「教育＋アクション＝アドボカシー」

特に政策決定者の理解と支持を得るため
の説明、対話が必要

アドボカシーとは

(中村正和,アドボカシー再考.日健教誌25：132-134,2017)
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たばこ規制のアドボカシーガイド
第1部 たばこ規制アドボカシーの計画作成
1 現時点で実現したい最優先事項は何か
2 意思決定をするのは誰か、ターゲット・オーディエンスは誰か
3 ターゲット・オーディエンスを動かす最も有効なメッセージは何か
4 理性と感情に訴えるメッセージをつくるにはどうすればよいか
5 ターゲット・オーディエンスに最も効果的にメッセージを伝えることが

できるのは誰か
6 ターゲット・オーディエンスに最も効果的にメッセージを伝えることが

できる手段は何か
7 メディアの関心を得るにはどうしたらよいか
8 メディアに効果的にメッセージを報道させるためにはどうしたらよいか

第2部 たばこ規制運動推進のための戦略計画
9 戦略計画の初期段階では、誰の参加を求めるべきか
10 意思決定者を動かし目標とする法律やプログラムを策定させるには、

政府外のどのような団体の支援が必要か
11 特定の法令や政策を実現するために他にどのような政府外の

協力者が必要か
12 政府内にはどのような協力者が必要か
13 求めている協力者の興味を惹き、味方につけるためにはどうしたらよいか
14 正式な連合を組織するべきか。そうであれば、誰を含めるべきか。

含めるべきでないのは誰か。運営管理はどのように行われるべきか
15 効果的な運動を展開するために、リーダーはどのような役割を果たすべきか
16 運動に関するリーダーシップで最も重要な教訓は何か

第3部 個別戦略計画ガイド
17 受動喫煙の危険に関する市民教育
18 医師のたばこ規制運動参加

原著： ACS/UICC: Tobacco Control Strategy Planning 
Guides 1, 2; Companion Guides 1, 2 (2003)

日本語翻訳: 日本対がん協会 発行 (2005)
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たばこ規制における本質的な障害

たばこ産業
広告・販促・後援等の産業活動（FCTC13条）

たばこ規制への政策干渉（FCTC5.3条）

たばこ事業法、JT法
たばこ産業の健全育成

たばこ税収の確保
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平成22年度税制改正大綱 2009.12.22 閣議決定

たばこ税の引き上げとたばこ事業法の改廃
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紙巻きたばこ 加熱式たばこ

1本1円
の増税

課税⽅式
⾒直し
第1回⽬

(消費増税)
(消費増税)

(円)

2018年度からの段階的たばこ増税に伴う価格の推移

(注) 紙巻きたばこおよび加熱式たばこの代表的銘柄の価格を⽰す

1本1円
の増税

1本1円
の増税

課税⽅式
⾒直し
第2回⽬

課税⽅式
⾒直し
第3回⽬

課税⽅式
⾒直し
第4回⽬

(円)
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たばこ価格の国際比較
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4.02
(74%) 1.94

(54%)

14.63
(74%) 11.78

(79%)

2.93
(40%)

10.98
(83%)

(WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021)

たばこ価格： ドル （購買力平価換算） 2020年
たばこ税： たばこ物品税と消費税の合計

3.09
(61%)
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Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard

(https://tobacconomics.org/research/cigarette-tax-scorecard/)

【目次】
Executive Summary 
I. Introduction 
II. Cigarette Tax Scorecard – Overall Scores 
III. Cigarette Price 
IV. Change in Cigarette Affordability
V. Tax Share
VI. Excise Tax Structure
VII. Discussion
References
Appendices

 WHO Global Tobacco Control Reportsのデータを使用して5段階で評価

 ４つの指標 価格(Price)、値ごろ感の変化(Change in affordability)、税率(Tax share)、
租税構造(Tax structure)

 2018年の評価結果 ☆値ごろ感の変化は2012年との比較

・日本の各指標の評価(5点満点）は、価格2点、値ごろ感の変化0点、税率3点、租税構造1点
・日本のスコア（4つの指標の平均得点）は1.5点、5段階の下から2番目の評価

1.0未満 1.0-2.0 2.0-3.0 3.0-4.0 4.0以上

41ヵ国 41ヵ国
日本 1.5

48ヵ国 40ヵ国 4ヵ国

※世界各国のスコアの分布
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英国王立内科医協会が設立した
たばこ規制のアドボカシー団体 50周年

ASH at 50: Stubbing out smoking since 1971
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医師とたばこ－医師・医師会はいま何をすべきか

第1章 はじめに

第2章 たばこの危険性

第3章 女性と若年者

第4章 たばこと社会的不平等

第5章 医師の潜在力

第6章 禁煙（喫煙をやめること）

第7章 たばこコントロール：地域の医師のための活動

第8章 教育とトレーニング

第9章 医師の認識を高める：医師会（NMA）への働きかけ

第10章 たばこコントロール：医師会としての行動

第11章 たばこコントロール政策

第12章 医師とたばこ訴訟

付録1 各国医師会（NMA）の職員のための禁煙方針の導入

付録2 たばこ産業からの研究費に関する規範

付録3 有用な情報源と連絡先のリスト

デビット シンプソン著

日本医師会ホームページ：http://dl.med.or.jp/dl-med/nosmoke/dandt.pdfよりダウンロード可
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研究の成果を制度につなげるために

研究成果
基礎研究、臨床研究
疫学研究、介入研究
実装研究、政策研究

政策
アドボカシー

アドボカシー研究と組織的な体制づくり
政策決定者へのロビー活動
世論形成のためのアドボカシー（「課題広報」）
ＮＰＯ，ＮＧＯ，メディアとの協働

促進

アドボカシーのための人材育成
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ご静聴ありがとうございました
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